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Legal Networks

労務 3/1～3/31
2月分の社会保険料の納付

★労働時間の適正把握に関する新ガイドラインが
公表されました（H29.1.20）

　長時間労働が社会問題化していることを受け
て、今年1月20日に厚生労働省から「労働時間の
適正な把握のための使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」が公表されました。

　左ページはそれに関するリーフレットの一部で
す。

　使用者は従業員の労働日数・労働時間数を把握
し、賃金計算をすると同時に賃金台帳に記載する
ものとされています。（労基法108条）

　記録に残された労働時間数とそれをもとに計算
された賃金額が、法定により算出する額以上のも
のであれば問題はありません。
　しかし、前提として記録に残っている労働時間
数がそもそも適正なものなのかどうか、というこ
とを問題視してこのようなガイドラインが出され
ました。

　◇労働時間の考え方（範囲）が適正かどうか

　労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間のことをいい、使用者の明示または黙示
の指示により労働者が業務に従事する時間は労働
時間にあたります。
　労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業
規則・労働協約等の定めのいかんにかかわらず、
客観的に評価されるべきものとされています。

　◇自己申告制により始業・終業時刻の記録は適
正かどうか

　従業員の中にはなんらかの理由で自己申告する
時間数にブレーキをかける人がいます。人事考課
の評価のためやそれ以外の理由も考えられます。
　ガイドラインでは時間外労働の上限を設け、上
限を超える申告を認めないというような使用者の
措置を禁止しています。
　また、時間外労働削減のための社内通達や時間
外労働手当の定額支払の措置が従業員の適正な労
働時間申告を阻害する要因になっていないかにも
触れ、確認することを求めています。

　ご興味があれば、厚生労働省のホームページか
らガイドラインをご覧になってみてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudou
kijun/roudouzikan/070614-2.html

3月の労務管理スケジュール
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社会保険労務士事務所リーガルネットワークス

3/1～3/10
2月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付

労務 3月分（4月納付分）から
協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変更
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